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本調査報告は、令和 6年 8 月 14 日から 21 日にかけて実施された欧州近自然川づくり調査団(団長：

辻本哲郎 名古屋大学名誉教授)によるイギリス、スイスにおける調査結果について、令和 7 年 5

月 19 日に開催された報告会の再録という形でとりまとめたものである。 

 

 

調査の目的 

気候変動も踏まえ、主に海外における多様な主体と連携した「ネイチャーポジティブ」や「流域治

水」等に関する取組( 「流域マネジメント」)の調査・分析を行い、国内での実践や新たな政策立案

に活用することを目的とした。 

 

 

調査団の構成 

辻本哲郎(名古屋大学名誉教授)(団長) 

中村太士(北海道大学大学院名誉教授) 

池内幸司(河川情報センター理事長 ・東京大

学名誉教授) 

安田浩保(新潟大学准教授) 

中村圭吾(土木研究所グループ長) 

(同行) 

足立敏之(参議院議員) 

竹島 睦(足立敏之議員秘書) 

小浪尊宏(国土交通省河川計画課国際室長 

新屋孝文(国土交通省河川環境課河川環境調整官) 

阿河一穂(国土交通省河川環境課課長補佐) 

崎谷和貴(リバーフロント研究所主席研究員) 

西村雄喬(リバーフロント研究所主席研究員) 

大杉奉功(水源地環境センター次長) 

鶴田 舞(国土技術研究センター副総括) 

石川直樹(国土技術研究センター研究員) 

 

 

調査行程 
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欧州調査報告会「イギリス、スイスにおける流域総合水管理」 

 

日時 令和 7 年 5 月 19日(月) 15:00～17:00 

 

 

挨拶  水管理・国土保全局 局長 藤巻浩之 

 

 

1. 近自然川づくりに関する欧州調査の概要 河川環境課 企画専門官 鶴田 舞 

 

 

2. 欧州河川調査について 株式会社ニュージェック 顧問 竹島 睦 

 

 

3. グリーンファイナンスを活用した官民連携の流域治水 ～英国・ワイヤ川の事例～ 

土木研究所 グループ長 中村 圭吾 

 

4. 洪水制御と自然共生を両立する自律駆動型河道の創出 新潟大学 准教授 安田 浩保 

 

 

5. スイス・リント川における流域治水 ～超過洪水時(L1.5)の緊急放流対策～ 

河川情報センター 理事長・東京大学 名誉教授 池内 幸司 

 

6. どうしたら、ネイチャーポジティブな河川管理が可能になるか? 

～イギリス・スイスの知恵を活かす～ 北海道大学大学院 名誉教授 中村 太士 

 

7. これからの川づくり「近自然工法」から「流域総合水管理」 〜2024 欧州河川視察より～ 

名古屋大学 名誉教授 辻本 哲郎 

 

 

 

挨拶 

水管理・国土保全局 局長 藤巻浩之 

先ほど皆様と御一緒に足立先生への哀悼の

誠を捧げさせて頂きましたが、この報告会を一

番心待ちにされていたのは足立先生御本人で

はなかったかと思います。我が国の河川行政、

特に河川環境の分野をリーダーとして引っ張

ってきて頂いた先生の御遺志をしっかり継い

で、このような調査をより深めていくことが大

事であると思っているところです。 

河川行政における治水と環境というのは一

体不可分であり、やはり現場あってしかるべき、

現場第一であろうと思います。その意味で、諸

外国の現場の様子を間近に御覧になった先生

方に各地の先進的な取組をこのように御紹介

頂く機会というのは大変貴重だと思います。 

私自身も二十数年前に

河川環境課におりました。

当時、辻本先生や中村先生

と一緒に釧路川をずっと

下ったり、四万十川でゲル

ディさんと意見交換をさせて頂いたりして多

くを学ばせて頂いたことを思い出します。 

本日は、先生方のお話を聞いて、我々水管理・

国土保全局が今後の河川環境の在り方、ひいて

は河川行政全体をどうすべきか考えてまいり

たいと思いますし、御参加いただいている方に

も大きな気づきがあることを願っています。
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1. 近自然川づくりに関する欧州調査の概要 

河川環境課 企画専門官 鶴田舞 

要約 

· イギリスでは、柔軟に計画を見直す仕組み等を学んだ 

· スイスでは、河川環境の定量評価による順応的管理等を学んだ 

· 川は都市の顔であり風景の軸になっていることに改めて気づかされた 

 

調査の目的と概要 

 本調査は、我が国の河川管理への知見を得る

ことを目的として行っており、昨年８月の調査

が第３回になります。今回は、生物多様性ネッ

トゲイン施策等の導入が進むイギリス、近自然

工法について歴史的に取り組まれてきたスイ

スを調査対象としました。昨年 5月の「生物の

生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川

整備及び流域全体としての生態系ネットワー

クのあり方検討会」提言を踏まえ、今後の取組

を推進するに当たって参考となる知見を得る

ことを目的としました。 

 調査団は、辻本先生を団長として、中村先生、

池内理事長、安田先生、中村グループ長、加え

て本省、河川系の財団、さらに足立先生と秘書

の竹島さんにもご同行頂き、合計 15 名で構成

されました。 

イギリスでの調査 

 イギリスでは３か所を巡りました。 

ワイヤ川流域(図 1)はイギリス中部に位置し

ており、生態系サービスを活用して洪水を管理

する自然洪水管理（Natural Flood Management）

に取り組まれています。また、洪水管理のみな

らず、水質汚濁の低減、生物生息環境やハビタ

ットの連続性の向上等を図っています。特徴的

なのは、環境問題に関心の高い投資家等から得

た資金を基に対策を実施しているという点で

す。 

 次に、ロンドンにてイギリスの政府関係者等

の方との意見交換を行いました。テムズ川では、

気候変動の見通しに応じて、河口域における柔

軟な適応策を採用するための「Thames Estuary 

2100」計画(図 2)によって、継続したモニタリ

ングと合わせて対応策の検討が進められてい

ます。レジリエンスのある地域づくりだけでな

く、レクリエーション等の場の形成、CO2削減、

気候変動に伴い喪失する生物生息場の回復等

の総合的な計画が検討されていました。また、

チョークストリームという湧水起源の河川が、

特にイギリスで特徴的に見られるのですが、流

域ベースの水環境再生戦略アプローチという

ことで、流域内の関係者とパートナーシップを

形成し、協働しながら事業を実施しているとい

うお話を伺いました。 

 最後にロンドンから程近いところにある WWT

ロンドン湿地センター(図 3)に行きました。も

ともと貯水池だったのですが、所有者が手放し

 

 
図 3 WWT ロンドン湿地センター 

 
図 1 ワイヤ川 Natural Flood Management 

 
図 2 テムズ川 Themes Estuary 2100 
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て水質が悪化していたところを、湿地として再

生されたということでした。大変いい環境にな

っていまして、我々が行った際も大変賑わって

いて、市民に親しまれていました。 

スイスでの調査 

 スイスも３か所巡りました。 

 まず、チューリッヒ市街地を流れるジール川

ですが、市街地の浸水への懸念から治水計画が

検討され、治水対策と自然環境への代替策、再

自然化が実施されています。印象深かったのは、

工事現場脇の広報施設(図 4)です。2 階から工

事現場が見渡せるようになっています。親しみ

やすいイラストで工事の概要が描かれていた

り、過去の災害や工事の効果がビジュアルに説

明されていたりしました。子供が遊べるように

もなっていて、散歩の合間に立ち寄れるような

場所でした。 

 2 か所目のリント川では、超過洪水対策に取

り組まれています。河道の拡幅による再自然化、

また環境への代償措置も合わせて実施されて

いました。 

 最後のイン川(図 5)ですが、こちらも洪水防

御と自然再活性化が行われています。河道を付

け替えたり、再活性化として生息場を増加させ

たり、景観の改善、レクリエーション利用の拡

大などに取り組まれていました。モニタリング

指標も設定されていて、順応的な管理が行われ

ているということでした。 

調査から得られた示唆 

 多くのことを学ばせて頂きましたが、3 点(図

6)挙げますと、１つ目、特にイギリスですが、

気候変動という不確実性の中で柔軟に計画を

見直していく仕組みが参考になりました。 

2 つ目は、特にスイスですが、自然再生につい

て定量的に評価し、結果を踏まえて継続的に維

持管理する。また、知見の横展開を図っていま

した。技術者の育成により、次世代につなげて

いくということも印象深かったです。 

3 つ目は、ほとんどの事例が、行政だけではな

く、企業や環境 NPO など様々なステークホルダ

ーと協働していることです。その鍵が何かと考

えると、目的が多角化されて様々な関係者が集

っている。利害関係は出てきますが、情報や戦

略の共有によって利害調整を図ろうとしてい

るという点が特徴的だと思いました。 

 最後に、水辺空間が、人が関わる場としてつ

くられていることのすばらしさを体感しまし

た。また、川は都市の顔であり、風景の軸にな

っていることに改めて気づかされました(図 7)。 

 現地では大変多くの方にお世話になり、本当

にありがとうございました。 

  

調査から得られた示唆 

不確実性を前提とし

た柔軟な政策枠組み 

自然再生の定量評価

と順応的管理 

パートナーシップの 

カギは目的の多角化

と利害調整 

· 気候変動等に関す

る変化指標を５年

毎にレビュー、10

年毎に計画を更新
(Thames Estuary 

2100) 
· NFM による洪水流

量低減効果のみを

投資判断に．生物

多様性の向上効果

は評価指標を検討

中(ワイヤ川トラス

ト) 

· 「川の健全性」を流

況・形態・生物など

複数指標で継続評

価 

· 整備後のモニタリ

ングを踏まえ、維持

管理や知見の横展

開を図る 

· 洪水リスクの軽

減、生物多様性の

向上、水質改善、

親水性の向上等に

総合的に取り組む 

· 政府、地方自治体、

企業、環境 NGO、住

民など様々なステ

ークホルダーと協

働(情報・戦略の共

有、モニタリング・

評価、計画見直し) 

図 6 調査から得られた示唆 

 
図 4 ジール川の工事見学施設 

 
図 7 水辺空間 

 
図 5 イン川での取組概要 
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2. 欧州河川調査について 

株式会社ニュージェック 顧問 竹島 睦 

要約 

· 故足立議員は 2019、23、24 年の調査に参加された 

· これらの調査を通じて、足立議員から思いを込めて様々な発信をしてきた

が、欧州の事例も参考に、超過洪水対策、ネイチャーポジティブなどに取り

組んでいって頂きたい 

 

はじめに 

私は足立敏之参議院議員の秘書をしていま

した。昨年末に足立議員が急逝し、この報告会

も５か月ほど延期になり、大変御心配、御迷惑

をおかけしたことをお詫び申し上げます。 

 足立議員は、2019 年、23 年、24 年とこの調

査の３回全てに同行しました。そこで足立議員

が何を感じ、何を皆さんにお伝えしたかったの

かについて紹介させて頂きます。 

2019 年の調査 

 2019 年の調査(図 1)では、主にドイツ、スイ

スを回りました。ドイツではアルトミュール川、

アルトミュール湖、ミュンヘン近くのイザール

川、次にガルミッシュ＝パルテンキルヒェンで

ロイザッハ川を回り、河川の再自然化等を視察

しました。次にスイスとドイツの国境付近にあ

るボーデン湖の再自然化、さらにスイスのチュ

ーリッヒに移動して、トゥール川周辺の再自然

化、チューリッヒ湖から流れ出るリマト川の再

自然化を視察しました。 

2023 年の調査 

 2023 年の調査(図 2)では、ドイツ、スイスを

中心に、アールガウ州のリートハイム村、ライ

ン川の合流部トゥール川、タールハイム村、ラ

イン川周辺の再自然化、オーベンクシュトリン

ゲン村でリマト川の再自然化について視察を

しました。 

次に、ウーリ州のロイス川の治水対策を視察

しました。湖のほうに流れ込むロイス川に並行

して高速道路が走っていますが、ロイス川が増

水したときに、越流部から高速道路に洪水を流

し、高速道路を放水路として使う仕組みで、高

速道路に沿って洪水防御壁があり、さらにその

外側にも洪水防御壁があって、多重防御の形で

守っています(図 3)。ここは足立議員の印象に

強く残ったようで、その後様々な機会に紹介さ

れていました。 

2024 年の調査 

 昨年 2024 年の調査では、チューリッヒ周辺

のジール川の治水対策、上流部のリント川、イ

ン川を視察しました。この時は私も同行しまし

 

 
図 2 2023 年の調査 

 
図 1 2019 年の調査 

 
図 3 ロイス川の洪水対策 
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たが、再自然化が治水対策と一緒に行われてい

るということを大変興味深く拝見させて頂き

ました。 

 ジール川では、大きな流木止めを設置したり、

チューリッヒ湖まで放水路トンネルを抜いた

りしていました(図 4)。また、チューリッヒ中

央駅の真下の暗渠をジール川が流れており、治

水対策として暗渠をかなり掘り下げるという

対策が採られたと聞きました。 

足立議員の思い 

 調査の結果は、足立事務所でとりまとめ、

様々な機会に紹介していますが、その中でも特

に足立議員の思いが込められているところを

抜粋して紹介します(図 5)。 

2019 年の調査ではモバイル・レビーや耐水型

住宅などの多様な選択肢の準備、2023 年の調査

ではロイス川の高速道路を活用した多重型の

防御、これらを日本にも取り入れてはどうかと

いったことを述べています。 

2024 年の調査では、リント川とイン川で治水

対策と近自然川づくりが一体的に実施されて

いることや、1/300 の超過洪水対策に取り組ん

でいることから、日本もスイスを見習って、流

域治水の考え方を進める中で、超過洪水対策や

ネイチャーポジティブなど新たな課題にも取

り組んでいってほしいといったことを述べて

います。 

 足立議員は調査の後、自分がいいなと思った

ことが皆様にどうやれば伝わるかということ

に腐心され、それを政策に取り入れてほしいと

いう強い思いで報告書を作ったり、メルマガ等

で発信したりしていました。これまで足立事務

所が中心になって５冊の本を出版しています

が、次は環境の本を出したいと言われていまし

たので、このような成果も活かしながら、検討

して頂きたいと考えています。 

  
 

図 4 スイスの治水対策 

足立議員の主なコメント(足立事務所報告書より) 

· 「川のダイナミズム」(＝本来の川の動き)が貫かれており、日本の川づくりにも参考にな

ると思いました。(2019年調査) 

· 新たな取り組みとして、モバイル・レビー、耐水化住宅など、多様な選択肢を準備して、

その場の条件に合わせながら取り組んでいることが明らかになった。(2019 年調査) 

· リマト川やトゥール川などで護岸の撤去や高水敷の撤去による再自然化がより効果を発揮

しており、再蛇行化が進んでいることがわかりました。我が国でも護岸の撤去や高水敷の

撤去が可能な河川をモデル的に抽出し、アダプティブマネジメントの概念により試行的に

取り組んでいただきたいと考えています。(2023 年調査) 

· ロイス川の多重防御の考え方は「流域治水」を進めていくためにも大いに参考になるもの

で、我が国でも高速道路などの他用途施設の活用や土砂流出を遊砂地で捕捉するような考

え方を、河川整備上考慮するような施策を取り入れていただきたいと考えます。(2023 年

調査) 

· 我が国でも河川改修や災害復旧工事と併せて多自然川づくりが行われていますが、その数

段上をゆく本格的な治水対策として別川付替えによる河川改修と近自然川づくりが行われ

ている状況に驚きました。(2024 年調査) 

· 今回のリント川流域とイン川流域の視察を通じて、治水対策と近自然川づくりが一体的に

実施されている状況を確認することができ、我が国の流域治水対策の取り組みと多自然川

づくりの一体的推進にも大いに参考となると感じました。(2024 年調査) 

· (スイスの川づくりが)超過洪水対策として 1/300 で取り組んでいることも分かりました。

我が国も、スイスを見習い、流域治水という考え方を進める中で、超過洪水対策やネイチ

ャーポジティブなど新たな課題にも取り組み、河川環境の保全や改善にも取り組んでいた

だきたいと思います。(2024 年調査) 

図 5 足立議員の主なコメント 
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3. グリーンファイナンスを活用した官民連携の流域治水 

～英国・ワイヤ川の事例～ 

土木研究所 グループ長 中村 圭吾 

要約 

· グリーンインフラを用いた流域治水は小規模なものをたくさんやる 

· 官民ブレンドファイナンス、パートナーシップで治水・環境事業を実施 

· 多様な機能の効果把握を定量的なエビデンスに基づいて実施 

 

はじめに 

 今日は、 「グリーンファイナンス」がキーワー

ドです。グリーンファイナンスとは、環境だけ

ではなくて、治水も入っているので、いわゆる

アダプテーションファイナンス、適応ファイナ

ンスの意味も含んでいます。また、 「官民連携」、

「パートナーシップ」もキーワードです。イギ

リスは、90年代は河川管理者が河川事業をやっ

ていましたが、今はかなりの割合はパートナー

シップで河川管理をやっています。そのファイ

ナンスも、公共事業費だけではなくて、公共、

民間、投資家からの様々な資金をブレンドして、

いわゆるブレンドファイナンスにしています。

これは、世界的な傾向だと思うので、ぜひ今後

の日本の行政にも活かしてもらえたらと思っ

て話します。 

 流域治水は災害時だけではなく、地域経済と

か自然環境への寄与も重要です。今日は、グリ

ーンインフラを活用した流域治水(最近の言葉

では流域総合水管理になるかもしれませんが)

をメインにお話しします。 

イギリスの自然洪水管理(Natural Flood 

Management)は、日本語で言えばまさにグリー

ンインフラを活用した流域治水ということか

と思います。そして、グリーンファイナンスは、

様々なファイナンス手法を活用しているので、

官民連携の流域治水にも非常に参考になるの

ではないかと思います。 

ワイヤ川の概要 

 ワイヤ川は、ブリテン島中央西寄り、リバプ

ールやマンチェスターの近くにあります(図 1)。

流域面積は 450km2、下流には都市があり塩性湿

地もあります。河口部には、貴重なアトランテ

ィック・サーモンやヨーロピアンスメルトなど

が生息しています。中上流部には高い山はなく

ほとんど牧草地になっているイメージです。 

ここでは 1/50規模の洪水を 20年間に 4度も

被り、それを契機にして自然洪水管理が始まり

ました。ワイヤ川流域は、保全対象もそう多く

ないので、本格的な治水事業は難しい。なるべ

く低コストな治水をやろうということで、グリ

ーンインフラの活用、自然洪水管理を実施する

ことになりました。 

自然洪水管理は 2010 年頃からイギリスで始

まり、このワイヤ川では、上流域 100km2のうち

約 70ha(0.7km2)のエリアに浸透や貯留の小規

模な対策を 1,000 以上実施しています。 

自然洪水管理 

 自然洪水管理(図 2)の手法には全部で 14 く

らいのメニューがあります。例えば、小さな自

然再生のように、木の小さな堰をいっぱい造っ

て流れを遅くするリーキーダム、また、イギリ

 

 
図 1 ワイヤ川流域の概要 

 
図 2 自然洪水管理 
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スは草原が多いので、日本と違って木を植える

と降雨遮断や流水阻害になります。グリーンイ

ンフラ的に都市に緑を増やすとか、生け垣のよ

うなグリーンの帯を造ることで斜面の流れを

緩やかにするヘッジローもあります。 

 ワイヤ川流域では、先ほどの 70ha とは別に

39ha の森林造成も実施しています(図 3)。70ha

の内訳は、リーキーダムが 1,700箇所、窪地・

池が 42 箇所、ヘッジローが 10km ほど。他に、

泥炭や草地の再生です。目的は洪水対策だけで

はなくて、浸透を増やすことや脱炭素もあるの

で、これらもメニューに入っています。 

 リーキーダム(図 4)は手作りですが、技術基

準もあります。ミニ砂防堰堤ではないですが、

上流からの流れを堰上げて遅くします。 

 植林(図 5)は、苗を植えるときに筒に入れて

植えています。現地は草原が広がっているので、

植林の治水効果はあると思われます。 

 ヘッジロー(図 6)は、イギリス映画の草原に

ある生垣のようなものです。十勝平野の防風林

のイメージでしょうか。動物のすみか・通り道

になっていて、エコロジカルネットワークを形

成しているそうです。第二次世界大戦直後は 48

万 km もあったのが、現在では大きく減少して

います。ヘッジローは、生態系にも効くし、斜

面の流れの阻害にもつながるので、いま、積極

的に再生されているそうです。 

 窪地(図 7)は、英語で scrape(削る)と言いま

す。大きなものから小さなものまでありますが、

流域でたくさん実施しています。小規模なもの

をたくさんやる、しかも、小さいものまで効果

を定量化し、論文にもなっています。また、多

機能性を持たせています。洪水対策にもなる、

窒素、リンを除去できる、水質浄化対策にもな

る、炭素蓄積にもなる、水源涵養にもなる。湿

地になるので生物の生息場にもなります。 

 対策の効果(図 8)は、ワイヤ川流域では様々

な研究が行われていて、最大 10%のピーク流量

カットになると言われています。また、炭素蓄

 
図 5 植林 

自然洪水管理の技術・内訳 

· 39ha の森林造成 

· 70ha の対策内訳： 

- リーキーダム：1,710 か所 

- くぼ地・池：42 か所 

- 生垣(ヘッジロー)：10㎞ 

- 泥炭再生：15ha 

- 草地再生：10ha 

図 3 自然洪水管理の技術・内訳 
 

図 6 ヘッジロー(AI で生成) 

 
図 7 窪地 

 
図 4 リーキーダム 
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積は、32,000本の植樹によって 16,000tCO2/100

年となっています。乾燥した泥炭は CO2 を多く

出しますが、湿ると出にくくなるため、泥炭の

湿地化は、温室効果ガスの削減に繋がります。 

ファイナンス 

ファイナンスは複雑で、最終的にお金を払う

のは、河川管理者、地方自治体、洪水の再保険

会社、上下水道会社ですが、起債、ボンド(債券)

を発行していて、ボンドを投資銀行や個人の富

裕層が購入します(図 9)。ワイヤ川はグリーン

ファイナンスに関するイギリスの先端的な国

家的パイロットプロジェクトと位置づけられ

ています。環境庁(Environment Agency)や上下

水道会社、再保険会社、大きな環境財団、NPO な

ど、様々な連携により進めています。 

民間融資は 2 つあって、1 つは個人投資家で

す。個人投資家も 1 人 1,000 万円ぐらいを 4 人

の方が投資しています。これはまだ新しいファ

イナンスなので一般の個人は厳しいというこ

とで、イギリスには HNW(High Net Worth)とい

う富裕層があるのですが、その富裕層の方に限

定して投資してもらっています。個人投資家は、

自然環境のために投資すると減税措置が受け

られる仕組みになっています。 

投資ファンドも絡んでいます。ただ、日本で

も、通常、グリーンボンドを起債するときは、

300 億円とかのオーダーですが、ワイヤ川では、

投資規模が小さ過ぎる。イギリスでも普通の投

資ファンドは入ってくれませんが、ここではイ

ンパクト投資ファンドが入っています。トリオ

ドス銀行が世界的に有名です。インパクト投資

ファンドを簡単に説明すると、普通、リスクと

リターンをはかりにかけて投資判断をします

が、インパクト投資ファンドは、社会や環境に

対するいいインパクトも指標に加えて投資判

断を行います。 

ワイヤ川のファイナンスは、いわ

ゆる PFS / SIB で、ここがポイン

トです。最近日本でも内閣府などが

推進していますが、PFSとは Pay For 

Success で、事業がうまくいったらお

金を払う公共事業などの仕組みで

す。SIB は Social Impact Bond で、社会的によ

いインパクトのある債券、起債のことです。 

 ワイヤ川では、最初に寄附や投資家からの投

資(債券の購入)で資金を集めます。財団等から

の助成金が 63 万ポンド、民間からの投資が 85

万ポンドです。85 万ポンドの内訳は、65 万ポ

ンドが投資銀行から、残り 20 万ポンドが個人

からです。投資して何年後かにリターンがあり

ますが、その金利は 6%になっています。 

その資金を特別目的会社(SPV)に預け、そこ

から現場で実施する実施者に渡されます。実施

者は河川管理者ではなく、ワイヤ川トラストと

いうパートナーシップ、チャリティー、NPO の

ような団体です。このトラストの職員は今、15

人程度なので、日本の出先事務所のようなイメ

ージです。実施した結果をモニタリングし、成

果を報告します。その成果(治水や生態の効果)

は運営委員会が審査し、認められれば支払者が

お金を払うという仕組みです。支払者は、日本

で考えると国交省などの河川管理者になるの

でしょうが、ワイヤ川では、河川管理者と地元

自治体に加えて、上下水道会社と公的洪水保険

会社が入っているというのが面白いところで

す。この PFS の仕組みは、日本でも福祉関係な

どで結構やっていて、最近は、前橋市の馬場川

通りなど、まちづくり関係も増えています。 

 ワイヤ川では、幾つか面白いことをやってい

ます。生物多様性インパクト調整金利(図 10)と

いうのがあります。購入者・受益者は初年度か

ら土地リース代などベースになる部分は支払

いますが、成果連動の部分は、データを取って、

その成果によって支払います。生態系サービス

の効果は、治水や炭素なども含まれていますが、

6 年目から評価します。金利は基本的に 6%です

が、生物多様性の改善が確認された場合には 1%

引き下げて 5%になるのが面白いところです。う

 
図 9 ワイヤ川のファイナンス 

計画の効果 

· 最大 10%のピーク流量のカット 

· 32,000本の植樹による

16,000tCO2/100 年の炭素蓄積 

· ピートの湿潤化による GHGの排

出削減 

など 

図 8 計画の効果 
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まくいくと投資家が損をする仕組みになって

いて、通常の PFS では成功したら例えば金利 6%

が 9%などに増えるのですが、逆の仕組みです。

これは投資家達が環境に貢献したいと思って

いることで成り立っています。金利が下がって

浮いた資金は、実施者に渡りさらに環境改善が

進むということになります。 

 支払者には上下水道会社の United Utility

が入っています。その理由を簡単に言うと、公

共事業費のみで進めるよりも、自分がお金を出

して事業を進捗させた方が得になるからです

(図 11)。河川周辺の上水や下水の処理場などの

施設を保全したいということです。対策によっ

て洪水被害が 5～15%減少すると算出されたの

で、間をとって被害減少を 10%とし、効果が 120

年間持続するとして試算し、経営陣が投資の判

断をしたということです。 

日本への示唆 

 日本でも今、あり方提言を受けて、ネイチャ

ーポジティブな川づくりを進めているところ

です。流域でもグリーンインフラを活用した治

水対策によってネイチャーポジティブを進め

ていく必要があるのですが、EBPM(Evidence 

Based Policy Making)を進めるうえで、効果の

定量把握を、治水はもちろん、生態や水質浄化

などでも行う必要があります(図 12)。イギリス

がすばらしいのは、エビデンスの資料集を作っ

ていることです。論文を集めて分かりやすくし

て、それを見ながら効果を試算しています。ま

た、生物多様性クレジットのような仕組みも検

討していくことが必要だと思います。 

 最後に、リーキーダムに関して、日本にもそ

れに似た砂防ダムがあります。新庄河川事務所

の web サイトに掲載されていますが、砂防堰堤

をずらして配置しています(図 13)。普段の流れ

は途切れず生物の移動を阻害しません。大出水

では土砂を受け止めるのに加えて、おそらく流

域治水としても効果があると思います。河川地

形学の基本からいうと、急勾配を緩くする方法

は、滝か蛇行です。砂防ダムや治山ダムの治水

機能はほとんど評価されていませんが、滝を作

るということなので流域治水にも効果がある

と思います。もう一つは蛇行なので、ここで紹

介した言わば蛇行砂防ダムは理にかなってい

ると思います。全くのアイデアですが、こうい

ったことも考えてはどうかということを紹介

して終わりたいと思います。 

 

生物多様性インパクト調整金利 

· この融資は 9年間で償還される 

· 購入者・受益者は初年度から土地のリー

ス代などベースとなる部分の支払いはあ

るが、成果連動の支払い分についてはワ

イヤ川トラストが収集した実績データに 

より生態系サービスの効果を評価する 6

年目から 

· 金利は基本 6％に設定、ただし生物多様

性改善が確認された場合、金利 1%の引き

下げが適用される仕組み 

· 引き下げた分は、事業者側に配分(通常

の PFS と逆) 

図 10 生物多様性インパクト調整金利 

民間企業の投資判断 

· 上下水道会社：United Utility の場合 

· 約 30の場所と資産がこの洪水対策によ

って保全 

· この対策によって洪水被害が 5～15％減

少と予測 

· 事業によって 10％被害が減少、効果は

120年として試算 

· これらの費用と便益を考慮して投資が妥

当と判断 

図 11 民間企業の投資判断 

日本への示唆 

· あり方提言を受けて、生息場の定量目標

を設定し、ネイチャーポジティブな川づ

くりを進めているところ 

· 流域においてもグリーンインフラを活用

した治水対策によってネイチャーポジテ

ィブを進める必要がある 

· 流域での効果把握のために定量評価を進

め EBPM を推進 

· 環境意識が高まる民間企業と連携した流

域治水・環境対策 

· 生物多様性クレジットなど nature 

credits の仕組みの検討 

図 12 日本への示唆 

 
図 13 蛇行砂防ダム 
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4. 洪水制御と自然共生を両立する自律駆動型河道の創出 

新潟大学 准教授 安田 浩保 

要約 

· イギリス、スイスの調査で、河川工学を進化させる必要性を感じた 

· 自己組織化現象と疑似層流現象の河川工学への応用を提案する 

· AI の活用などにより、学生にとっても魅力的な分野にしていくべき 

 

はじめに 

 今回イギリスとスイスに行き、考えたことを

お話します。洪水制御と自然共生を両立すると

いうのは、聞き慣れないと思いますが、今日は、

それを可能とする自律駆動型河道の創出とい

う話をします。原動力は、自然法則とその定量

化や測定で、その掛け算としてその技術が実現

できるのではないかという話です。 

 今回、イギリスとスイスでは、ネイチャーポ

ジティブの関連事業を見ました。そこに治水が

不在なわけではなく、治水と環境保全を両立す

る技術が作られていました。こういう目的を実

現するために、私は、8 年ほど前から、北陸地

方整備局管轄の河川で「自己組織化現象」とい

う生物学でよく使われているキーワードに着

目し、「拡縮工法」という河道の制御の開発に取

り組んできました。これが成功しているので、

一つ目の話題として、今回の調査で見てきた環

境保全の実装法の一つとして話します。 

 次に、河川の測定についてですが、日本も欧

州も新しい技術は意外と導入が進んでいない

と思います。川についての高い分解能での定量

評価ができないと、洪水時の振る舞いと年間の

99%とも言える普段の振る舞いについて、今以

上の理解を深めることができないと思います。

洪水時の測定・観測は今後も重要ですが、ネイ

チャーポジティブや生物多様性の視点では平

常時の川の振る舞いも今まで以上の解像度で

捉える必要性が増すと考えています。 

 二つ目の話題は、現在より格段に実河川の洪

水時及び平常時の理解ができるようになった

とき、河川の制御、制御には抑圧のニュアンス

が含まれていると思いますが、制御の先にある、

河川と人間の共生が現実的な視野に入ってく

るのではないかという話をしたいと思います。 

 三つ目の話題として、水理学の根本を覆すよ

うな最新の研究成果についてお話しします。今

の水理学は、乱暴な言い方をすると、等流の呪

縛から抜けられていません。その呪縛から抜け

ると川の挙動の予測性能が上がり、その結果、

治水と自然環境の保全が両立する河道ができ

てくるのではないかという話をします。 

イギリス、スイスでの所感 

 イギリスでリーキーダム(図 1)を調査した際、

リーキーダムの縦断方向の配置間隔をどうし

ているのか聞いたところ、河川工学の知見に基

づいて大体川幅の 7倍ぐらいに設置していると

いうことでした。これは、河川の設計の際の砂

州の波長に該当するとされているのですが、そ

の一方、なぜ 7 倍になるのかはっきり説明して

いる人はいなくて、この時代だからこそ川の物

理の理解をもう一段階深める必要があるので

はないかと現地で考えました。 

 スイスのリント川(図 2)の河道拡幅箇所では、

想定を上回る速度で堆積が進んでいるとの話

を聞きました。この想定していた川の平衡形状

やその到達時期をどう予測できるのかという

のも研究対象になりうると現地で考えました。 

イン川(図 3)では、現地で、治水と環境を両

立する河道設計をしているという話を聞きま

した。これを力学的に説明しろと言っても、誰

もはっきりと説明できません。ここも今後の研

究対象になるのではないかと考えました。 

 

 
図 2 リント川 

 
図 1 リーキーダム 
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自己組織化現象 

 自己組織化現象とは何かということですが、

同一の力が作用したとき、その結果として同じ

形（カタチ）ができる、そういう自然現象のこ

とを自己組織化現象と言っています(図 4)。化

学の分野から言われ始め、生物学や力学の一部

で使われ、材料学や建築学にも広がりました。

河川工学ではまだ明示的に使われた前例はな

いと思います。自己組織化現象の特徴は、周期

的な形ができ、それが力学的に安定しているこ

と、力の作用が最小になるというものです。 

 材料学の成果を紹介すると、3Dプリンターで

ダイヤモンドの結晶構造を無数に作って薄板

の間に挟んで段ボールの代わりのような板材

を作ります。それにより、鉄板に比べて比重が

5%で強度が 10 倍の新素材ができます。建築学

では、コンクリート構造物の柱を植物の細胞を

模倣して中抜きをすると軽量で高強度の柱が

できるというような応用が進んでいます。 

川の分野で自己組織化現象の最も典型的な

ものは、蛇行だと思います。丈夫な形ができ、

エネルギーの作用が最小になるという性質か

ら、川に自己組織化現象を適用した場合のメリ

ットとしては、洪水が流下しても壊れにくい、

安定した形ができ、同じ流量での水位が下がる

可能性があると考えています。私は、2016 年頃

から、阿賀野川支川の早出川で、捷水路事業で

直線化した河道に対して、羽根のようなものを

つけ、川幅を増減する仕組みの実証実験をして

います(図 5)。その結果、２つのメリットが得

られました。川幅の増減をさせることで、洪水

時は砂州ができずに断面中央に流れが集まる、

そして、流速と水深の空間分布が広くなること

で、生物の種数も増えました(図 6)。もともと

は速い流れを好む魚が多く棲んでいましたが、

川幅の増減を組み込むことで緩やかな流れを

好む魚と植物が帰ってきました。事業開始から

3 年後の 2019 年から、鮭の自然産卵が 20 年ぶ

りくらいに見られました。治水と環境保全の両

立ができる工法であるため、国内の河川にも広

がるといいなと思っています。 

河川工学の新しい展開 

 レイノルズ数について、流れの状態を層流か

乱流か、秩序だった流れか、乱れが卓越した流

れかに分ける指標だと学びます。しかし、実は

数学ではもう 40 年ぐらい前に、レイノルズ数

で十分に乱流の領域の中においても、ある加速

を与えた場合には乱流にも層流にもなるとい

う特性があることを予言されていました。乱流

の場合には、よく教科書に出てくる対数型の流

れができます。ところが、川幅を下流に向かっ

て狭めると流れが加速し、その度合いによって、

対数型の分布から真っすぐに直立した分布ま

で連続的に変化します(図 7)。直立した分布と

いうのは、底面で発生した乱れが自由流の中に

介入せずに重力だけで流れる状態になるので、

対数型に比べ、15～20%程度の水深の低減効果

も分かってきました。 

 どうやって見つけたかというと、9 種類の平

面形状の水路において流速を詳しく測定(図 8)

 
図 3 イン川 

 
図 4 自己組織化現象の特徴と応用例 

 
図 5 自然由来形状に基づく河道の制御 

 
図 6 整流と攪乱の柔軟な制御 
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することで発見しました。一番加速の強い急縮

の状態から、水路の平面形のハの字状の度合い

を徐々に弱め、最大で水深の 50 倍ほどの距離

で川幅を 2割ほど縮めるような、おおむね直線

流路に近い流れを作り、合計 9 つの水路で流速

を精密に測定しました。その結果、急縮の流路

は、測定範囲のどこでも直立した流速分布にな

りました。ハの字状の流路だと、対数則に似て

いますが、低層で対数則よりも数倍速い流速に

なる不思議な現象になることが分かりました。

これらは「擬似層流」という現象です。 

 乱流状態か層流状態かを判別する相転移の

力学に基づいて乱流、層流の識別をすると、急

縮の場合は測定領域全体が乱流状態になりま

す。一方、ハの字状の流路では、平面的に見る

と、パッチ状に乱流、層流が入り交じる流れに

なり、レイノルズ数では簡単に説明できない流

れが形成されることが分かりました(図 9)。 

 そしてもう一つ面白いのが、横軸に下流から

の距離、縦軸に実測水位と iRIC による計算水

位の比較をすると(図 10)、今回実験したどの条

件においても平均して縦断水位がおよそ 15～

20%下がることです。予想では、ハの字状の流路

は等流、今までの常識に近い流れに近づくかと

思いましたが、結局のところ、加速状態が一定

以上に介入したときには層流状態に近い、乱流

の介入が自由流に及ばないような流れになり、

等流由来の抵抗則に比べて 15～20%水深が浅く

なるということが分かりました。 

 こう見ると、測ることが大事ということが良

く分かります。上記の擬似層流の研究と別に、

今まで砂州や蛇行のきっかけは川底にあると

言われてきましたが、水面の起伏形状を精密に

測定する方法を独自に作り、水面は見えにくい

波があって、これがきっかけで河床の変化や蛇

行が始まることも最近突き止めました(図 11)。 

 総合すると、これまでは川底の不安定性や対

数則を重視してきましたが、まず、加速が一定

以上作用する場合には対数則から逸脱するこ

とがあり、また、水面に河川を不安定にするき

っかけがあったりということが見えてきまし

た。こういうものを組み合わせると、乱流その

ものや河道を制御できるという新しい河川工

学が開拓できると考えています。 

 洪水時の川のことも知らないことが多いで

すが、平常時も簡単にアプローチできる割に知

らないことが多いです。最近、川の実測手法と

してマルチバンドレーダーを開発していて、こ

れを用いると、24 時間、無人で、天気にも関係

なく１km2 ぐらいの範囲を 1 秒ごとに観測でき

ることがわかってきました(図 12)。この測定結

果に対して画像解析の PIV を用いると、平面的

 
図 8 加速と流速の関係に関する実験 

 
図 9 乱流と層流の識別 

 
図 10 縦断方向の水位低下 

 
図 11 水面の微小攪乱の河床への影響 

 
図 7 整流と攪乱の柔軟な制御 
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な流速分布が求められます。先ほど紹介した対

数測からの逸脱は模型実験でしたが、実河川で

も今まで知らなかった川の流れの状態を把握

できる可能性があります。 

 最近、様々な分野で深層学習が威力を発揮し

ている話を聞きますが、先ほどの方法で水表面

の流速の平面分布を測定し、それを教師データ

とした深層学習（Physics-Informed Neural 

Networks: PINNs）により、未観測の河床を 4～

5%程度の精度で推定する方法も開発しました。

このように、平常時と洪水時の川の流れを理解

する技術は随分出揃ってきました(図 13)。 

 世界的に日本の土木の研究水準を見ると、

2000 年頃までは国際ランキングトップ 5 ぐら

いでしたが、今はもう 20 位を下回る状況で、

非常に低い順位です(図 14)。この状況だと、学

生にも選ばれません(図 15)。治水と環境保全を

一緒にやる新しい時代が来ているのですから、

河川業界全体でこれを目玉となるように盛り

上げることが大事だと思います。 

まとめ 

最後に、測ることは大事ということを強調し

ます。それによって、生物多様性の向上や、私

は治水の機能を柔靱性という、固めるだけじゃ

なくて粘りを持つことが、堤防だけではなく河

道でも大事だと考えています。河道の理解がで

きれば、技術的には治水と環境保全を両立した

河道の設計を達成できると思います。そうする

ことで、河川技術の上流に位置する計画系の人

材を育成でき、技術力や研究力が回復し、流域

治水とネイチャーポジティブの実現が高次元

にできると思います(図 16)。 

 この 5年間ぐらい、スマホもコンピューター、

パソコンも全て性能が毎年のように上がって

いるのは CPU ではなくて GPU の側です。GPU の

計算能力は主に深層学習で使われています。し

かし、土木系の論文を見ていると、CPU をより

使う数値計算系の研究がまだまだ多く、深層学

習を上手に使ったという研究はほかの分野に

比べて少ないです。CPU と GPU の性能差は大体

50～100 倍です。毎年スマホの計算能力のアッ

プを GPU が担っているということは、インフラ

として GPUが手軽に使える状況になっていると

いうことです。皆さんのそれぞれの仕事で GPU

を意識的に使うようにする、これにより、河川

技術を発展させる努めを分野全体で展開でき

ればと思っています。 

  

河川観測で要求される計測要件 

1. 可視光不要の全天候型の 24 時間連続無人観測 

2. 高い空間分解能：m2 規模 

3. 少数機材での広範囲測定：Km 規模 

4. 15m/s の流速測定のための高い頻度の測定：秒規模 

5. 高い信頼度の測定：物理法則型の計測、冗長性 

6. 流体内部と土砂輸送の測定 

 

洪水時と平常時の河川の振る舞いを知るには？ 
測定項目 

仕様 

現在 理想 

河道形状 定期測量＋レーザー 定期測量＋レーザー 

＋深層学習 

測定頻度 定期測量＋洪水後 平時と洪水時の連続測定 

流れ 点測定 

水位＋浮子流速＋α 

面測定 

水面＋流速＋河床変動 
 

図 12 電波による観測 

 
図 13 PINNsによる河川内部の推定 

世界的な土木工学の技術動向と学生人気 
■世界動向  

1. 既存インフラの老朽化・維持管理への投資拡大  

2. 高度な技術と学際性の進展  

3. 環境・持続可能性志向の強化  

■学生人気  

1. 就職の安定性  

2. 最先端技術に触れられる魅力  

3. 多様なキャリアパス  

4. 高所得かつ良好な労働環境 

図 15 世界動向と学生人気 

治水と環境を両立する河道を創出するために 
1. 実河川と模型実験の実測のルネサンスの推進 

・平常時と洪水時の流れと河道の相互作用の細密実測 

2. 河川の物理的な理解の解像度の向上 

・生物多様性の促進機能と柔靫性を兼備した河道の実現  

3. 計画系人材の戦略的な育成  

・異分野融合研究体制によるワクワクな研究の推進  

・土木工学の研究力と陣容の回復 

流域治水とネイチャーポジティブの高次元での実現へ 

図 16 治水と環境を両立する河道のために 

 
図 14 技術輸入国への転落、国力の低下 
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5. スイス・リント川における流域治水 

～超過洪水時(L1.5)の緊急放流対策～ 

河川情報センター 理事長・東京大学 名誉教授 池内 幸司 

要約 

· スイスでは、土地利用に応じて治水安全度を設定するとともに、超過洪水時

には氾濫流を制御して、被害を軽減するとともに壊滅的被害を回避する具

体的な対策を講じる方針へ転換 

· リント川では、超過洪水時に堤内地側に洪水を安全に放流するための緊急放流施設を整備 

· 日本においても、超過洪水時の被害を軽減するとともに壊滅的な被害を回避する具体的な L1.5

対策を講ずることが必要 

 

リント川 

スイスでは、設計規模を超える洪水(1/300 規

模等)を対象にして氾濫水を制御し、被害を軽

減するとともに壊滅的被害を回避する対策を

講じています。 

 リント川は、チューリッヒ湖とその上流側に

位置するヴァーレン湖を結ぶ河川です。 

 1807 年以前のリント川(図 1)は、山岳地帯に

源を発し、低地を流れてチューリッヒ湖に注い

でいましたが、大雨や雪解けの際には氾濫が頻

繁に発生していました。 

特に、リント川下流の平野部では、毎年のよ

うに洪水が発生して農地が浸水し、作物が被害

を受けるため、農業生産が著しく制限されてい

ました。さらに、地域の湿地化が進んだ結果、

感染症も発生し、住民にとって極めて厳しい生

活環境となっていました。 

このため、農業生産の確保と健康被害の防止

を目的として、抜本的な治水対策が講じられま

した。 

 スイスでは、治水計画を策定する際に、洪水

対策と土砂対策を総合的に考え、洪水対策だけ

でなく土砂対策もきちんと行っていました。具

体的には、河道を付け替えて、ヴァーレン湖を

活用し、洪水調節を行うとともに、土砂混じり

の水から土砂を沈殿 ・分離させていました。す

なわち、洪水調節と土砂対策を目的として河道

の付け替えを行っていました(図 2)。 

 その結果、現在のリント川はヴァーレン湖か

らチューリッヒ湖に流れるようになりました。

その流路は、興味深い構造を有しており、本川、

副水路、F 水路の 3 つの水路で構成されていま

す(図 3)。 

 この区間は低平地で地形勾配がほとんどあ

りません。洪水時の流下能力を高めるためには、

流速を確保する必要があり、水面勾配の確保が

必要でした。そのため、上流側では当初から運

河を高く築造していました。周辺が地盤沈下し

 

 
図 1 1807 年以前のリント平原の状況 

 
図 2 ヴァーレン湖からオーバー湖への導水 

 
図 3 リント平原の 3 つの独立した水系 
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た結果、河床との高低差が一層大きくなりまし

た。排水に苦慮した結果、副水路、さらに F水

路が築造されました。また、農業生産のために

は、土地をある程度乾いた状態に保つ必要があ

ります。水路を整備して地下水位を下げ、土地

を適度に乾燥した状態に保つことで、農業の生

産性を向上させていったということでもあり

ます。 

 ヴァーレン湖による洪水調節の効果につい

て、2005 年の洪水では、湖への流入が 400m3/s

であったのに対して、流出を 250m3/s に低減さ

せることができました(図 4)。この間の湖水位

の上昇量は、2～3cm 程度でした。このように、

効果的に洪水調節が行われました。 

 1999 年に 1/100 規模の大洪水が発生しまし

た。リント川の水位は堤防の天端すれすれまで

上がり(図 5)、非常に危険な状況になりました。

堤防に亀裂が発生しました(図 6)。堤防は決壊

寸前でした。 

 2005 年の洪水でも、堤防越水が発生し、非常

に危険な状況になりました(図 7)。副水路では

湧水も見られました(図 8)。このときは堤体材

料の吸い出しはなかったため事なきを得まし

たが、堤体内の漏水と基盤漏水という 2 つの要

因により、堤防が決壊する危険にさらされたと

考えられます。 

リント川の治水対策 

 リント川の治水上の課題は、上流部に大きな

湖があり、洪水調節の機能がある一方で、洪水

の継続時間が非常に長くなることです。その結

果、洪水時には、堤防が長時間高水位にさらさ

れます。1999 年と 2005 年の洪水では堤防決壊

の危険性が高まりましたが、水防活動と幸運が

相まって、何とか堤防決壊という最悪の事態を

回避できました。 
 

図 4 ヴァーレン湖における洪水調節効果 

 
図 5 1999 年洪水(1/100規模の洪水) 

 
図 6 1999 年洪水(堤防亀裂) 

 
図 7 2005 年洪水(堤防越水) 

 
図 8 2005 年洪水(副水路の湧水) 
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検討の結果、多くの区間で堤防の安全度が低

いことが判明したため、堤防の安全性を強化す

るプロジェクトも含めた総合的な洪水防御事

業 「リント 2000」が実施されました。このプロ

ジェクトは 2008 年から 2013 年にかけて行わ

れ、事業費は数百億円程度の規模でした。これ

はスイスとしては大きな治水プロジェクトで

あり、事業が集中的に実施され、モニタリング

も行われました。 

 プロジェクトの内容(図 9)は、堤防の改修や

川幅の拡張に加えて、自然な形状を持つ浅い河

岸を整備するとともに、旧流路の復元を行うこ

とにより、自然環境の再生を図るというもので

した。また、注目すべき点として、異常洪水時

の緊急放流をシステム化したことが挙げられ

ます。 

さらに、流域において、自然再生や農業利用

のための土地の再整備も併せて実施されまし

た(図 10)。これは真の意味での流域治水の実践

と言えます。河川改修だけでなく、複合的な目

的で周辺の農地整備も実施されたということ

です。 

加えて、堤防の安定性を評価し、その結果に

基づいて戦略的に事業を実施しています。区間

ごとの堤防の安全度を数値化し、危険度を 4つ

のクラスに分けています(図 11)。プロジェクト

実施の結果として、全ての区間で 1.3 以上の安

全度の評価となっています。堤防補強のための

腹付けに併せて、自然環境に配慮した形での河

岸整備も行われています(図 12)。 

 河道拡幅に当たっては、河岸の保護対策とし

て護岸ではなく水制が設置されました。水制工

は自然環境保全の機能も備えており、スイスで

よく使われています。チューリッヒ工科大学で

の模型実験(図 13)の結果を踏まえて、河道設計

が行われました。 

 
図 9 リント 2000 プロジェクト 

 
図 10 リント 2000 プロジェクトの全体図 

 
図 11 堤防の安定性評価(事業実施前) 

 
図 12 堤防補強 

 
図 13 河道拡幅の模型実験 
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 また、旧河道を活用して、自然再生事業が実

施されました(図 14)。 

超過洪水対策 

 超過洪水時に流量の規模が一定程度を超え

た際には、副水路を通じて流域に放流するため

の施設が設けられています(図 15)。 

 洪水防御の目標(L1)は 1/100 で、これは日本

とほぼ同じです。余裕高は１m で、海外では一

般的な値です。超過洪水も定義されています。

日本で言う L2 ではなく、L1.5 です。これを EHQ

としています。EHQ の洪水が発生した場合には、

「損傷が容認される場合もあるが、システム全

体が崩壊してはならない」とされており、超過

洪水時においても氾濫流を制御することが求

められています。要するに、超過洪水に対して

具体的な対策を講ずることが求められていま

す(図 16)。 

EHQ の場合には、設計流量を超える水量を、

運河から緊急排水区域または排水回廊に導き

ます。緊急放流を行うことで、 「制御不能な堤防

越水を防止する」こととしています。つまり、

堤防のどこが決壊するか分からない状況は絶

対に避けるということです。超過洪水のうち

EHQ までは具体的に洪水流を制御することを求

められています。 

設計流量を超えても、1/300 規模までは堤防

の天端付近まで水位が上昇した状態で洪水流

を河道内で流下させます。これを超える場合に

は、超過洪水時における緊急放流のために設置

された堰のゲートを開けて超過洪水流を副水

路に放流します。放流基準は水位で決められて

います。副水路の流下能力を超えると、緊急放

流水の一部は平野に流れ込みます。このように、

計画高水流量を超えた数百分の１の規模まで

の計画を策定し、具体的な対策も講じています。 

 緊急放流施設は、自然再生のために拡幅され

た箇所に設けられています(図 14)。当該箇所に

設置された堰(図 17)のゲートを開くことによ

って、そこから洪水を副水路に流入させ、副水

路に流入した水が周辺の低地へあふれ出るこ

とになります。 

 現地の案内看板(図 18)には、自然再生事業の

説明とともに、いざというときには当該箇所か

ら緊急放流を行う旨が記載されていました。 

 堰の操作室内部の電源設備及び非常用電源

設備について説明します(図 19)。堰を稼働させ

る主な動力源はディーゼルエンジンです。商用

電源を用いてディーゼルエンジンを始動しま

 
図 15 超過洪水時の緊急放流対策 

 
図 16 具体的な超過洪水対策 

 
図 14 緊急放流箇所(図中赤丸の箇所) 

 
図 17 緊急放流用の堰 
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すが、商用電源を利用できない場合には予備電

源を使います。予備電源も使用できない場合に

は手動ポンプを使用します。手動ポンプを使う

場合の作業時間を尋ねると、「相当かかる」とお

っしゃっていました。このように、三段階の備

えによって動力源が確保されています。緊急放

流の実施は、その場で人が判断するのではなく、

水位によって基準が明確に決められていると

のことでした。 

もう一つ重要なのは補償制度です。緊急放流

によって、建物、施設、作物に損害が発生した

場合には、日本で言えば国土交通省の河川事務

所にあたるリントヴェルグという機関が補償

することになっています。緊急放流対策につい

ては、他の河川において、住民によって訴訟が

提起されています。この地域ではありませんが、

緊急放流に反対する訴訟が住民によって提起

されました。結局、住民側が敗訴し、連邦裁判

所が緊急放流対策を承認することになりまし

た。 

 次に、他の河川の例を示します(図 20)。エン

ゲルベルガー川の 2005 年の洪水では、流域へ

の緊急放流が実施されました。町は輪中堤で守

られ、氾濫水は農地を経て下流へ流れました。

家屋は被害を受けなかった一方で、農地は被害

を受けました。 

 以前は、スイスも日本と同様に 1/100 規模の

洪水を対象とした治水施設の整備にとどまり、

超過洪水時の氾濫水の具体的な制御対策はあ

りませんでした。一方、新しい考え方では、土

地利用に応じて治水安全度を定め、超過洪水の

場合でも、最悪の事態を避ける具体的措置を講

じるということです(図 21)。土地利用別に安全

度が設定されており、HQ は 1/1、1/10、1/20、

1/50、1/100 規模の洪水等となっています(図

 
図 18 緊急放流施設の案内看板 

 
図 19 緊急放流ゲートの電源設備 

 
図 20 エンゲルベルガー川の 2005 年洪水 

 
図 21 洪水防御方針の大転換(スイス) 

 
図 22 保護対象に応じた治水安全度の設定 
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図 26 2015年河川分科会答申 

22)。EHQ は日本でいう L1.5、PMF は想定最大規

模(L2)の洪水に相当します。 

スイスの場合は L1 と L2 の間に EHQ(L1.5 相

当)を設定するとともに、土地利用に応じて安

全度に差を設けることを定めています。これに

より、超過洪水が発生した場合でも、農地が先

に浸水することで遊水効果が発揮され、その結

果市街地の被害が軽減されるようになってい

ます。 

日本における L1.5 対策 

 2023 年に調査したロイス川では、最初は河道

内を流し、次に高速道路を放水路として利用し、

さらに流域内を通じて超過洪水を下流側へ安

全に流下させる計画になっていました。そのた

めに、超過洪水時の緊急放流設備の整備も行っ

ていました(図 23、24、25)。スイスでは、この

ように、超過洪水時に氾濫水を越流させる箇所

が多く設けられています。すなわち、治水施設

の計画規模を少し超える L1.5 に相当する洪水

に対しても、氾濫水を制御するための具体的な

対策が講じられていました。 

 私は水管理・国土保全局長として、2015 年の

社会資本整備審議会の答申(図 26)の取りまと

めを担当しました。河川計画課長時代には、津

波防災対策の取りまとめも担当し、L1、L2 の概

念整理を行った経験があったため、洪水対策に

ついても津波防災対策と同様に、L1 と L2 とい

う概念で整理しようと考えていました。そのよ

うな中で、小委員会の委員から、洪水の場合に

は計画目標を少し超過するような洪水につい

ては、具体的な制御が可能ではないかとのご指

摘を受けました。その結果、2015 年の社会資本

整備審議会の答申では、L1.5 に相当する洪水に

対する対策が盛り込まれました。これは 2020年

の答申でも一部が踏襲されています。 

しかし、残念ながら、超過洪水時の氾濫水の

制御対策については、ほとんど具体的な取組が

進んでいません。場所にもよりますが、対応が

可能な箇所もあると思います。超過洪水が発生

した場合でも、堤防決壊による被害を軽減する

とともに壊滅的な被害を回避するための L1.5

対策を進めていく必要があると考えています。

超過洪水時に堤防のどこで決壊するか分から

ないという状況を回避するために、氾濫水を制

御するための具体的な対策を講じるべきでは

ないかと考えています。 

  

 
図 23 ロイス川緊急放流設備 

(アルトドルフ) 

 
図 24 ロイス川の洪水防御対策 

 
図 25 ロイス川の緊急放流設備 

(エルストフェルト) 
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6. どうしたら、ネイチャーポジティブな河川管理が可能になるか？ 

～イギリス・スイスの知恵を活かす～ 

北海道大学大学院 名誉教授 中村 太士 

要約 

· 倒木などのバイオロジカル・レガシーの保全が必要 

· 空間をつくることで気候変動適応と自然再生が両立できる 

· パートナーシップが重要で、人材確保や地域経済の活性化につながる 

 

はじめに 

 スイスとイギリスに行って印象が残ったこ

ととして、3 つの話をします。まず、Natural 

Flood Management ですが、おそらくリーキーダ

ムは何らかの形で生物を含めてレガシーを残

すということ。これは、私が 30 代でオレゴン

にいたときに、目的は違いますが、既にやって

いたので、それも含めて話したいと思います。

次に、かつてヨーロッパで言われていた Room 

for Riversの考え方が、日本の流域治水や北海

道の遊水地を見ていて改めて大事だと思うの

で、その点の話をします。それから、パートナ

ーシップの話ですが、日本はえてして公共に頼

る姿が多かったのですが、徐々に日本の中でも

違う芽が出てきたように思っています。 

Natural Flood Management 

 まず、ネイチャーポジティブについても、グ

リーンインフラについても、国の閣議決定レベ

ルの施策に既に書き込まれているということ

はすごく大事だと思っています。これは国土交

通省だけがやればいいということではなくて、

全て国としてやっていくということです。環境

省中心ですが生物多様性国家戦略、閣議決定で

はないですがグリーンインフラ推進戦略、第三

次国土形成計画や国土強靱化基本計画は、防災

計画の最上位に当たるものですが、そこにもき

ちんと書かれている。定量的環境目標の議論も

あります。SIP でもスマートインフラの中にグ

リーンインフラのサブグループができていて、

私もプログラムマネジャーをやっていて、グリ

ーンインフラの実装の議論を始めています。 

 イングランドでも、かつて日本と同様に洪水

を早く海まで流すという戦略だったところ、逆

に、支流域においては特に遅らせるということ

になっています(図 1)。 

リーキーバリアは多目的ですが、効果は少し

でも、たくさんの場所でやることで流出を遅ら

せるといった方向性を見いだしていると思い

ます。現地では写真も含め様々な倒木・流木ダ

ムを見せていただきましたが、私は 1980 年代

にオレゴンに行ったときに同じようなものを

既に見ていました(図 2左上)。北海道でも、1990

年代にやっていました(図 2 右上)。ただ、目的

はあくまでも河川のハビタットの改善です。流

出を遅らせる目的よりも、単調になってしまっ

た河道に対して、どうやってより質の高いハビ

タットを造成していくかというイメージです。

1980 年代当時のオレゴンの話ですが、河川を横

断する倒木があるとサケの遡上に支障になる

のではないかということで、70 年代から撤去さ

れてきました。しかし、取れば取るほど魚がい

なくなっていったので、間違いだということで

もとに戻していった、ちょうどそんな時期でし

た。現在は、ステージ 0 のレストレーションと

いうことが進められています(図 2下)。できる

かどうかは別にして、最初の自然のステージに

 

 
図 1 イングランドの洪水防御戦略 

 
図 2 オレゴン州と北海道の事例 
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戻してしまえという、野心的なプロジェクトで

す。かつての自然状態はわかりませんが、たく

さんの倒木を河道の中に入れて、自然が進化し

ていくのをそのまま任せるというものです。賛

否両論あって、科学的に論じるところまでまだ

詰められていないと思います。 

 バイオロジカル・レガシーについてです。レ

ガシーという言葉ですが、さきほどの倒木など

も、生物的な遺産であるバイオロジカル・レガ

シーです。東日本大震災でも震災直後は倒木が

たくさん残っていました。しかし、復旧、復興

の整備にとっては邪魔になるので、日本の場合、

取り除くほうに進みます。河川の洪水後の復旧

事業などでも同じことが起こると思います。震

災直後の写真(図 3)を見ると、一見壊れたよう

に見える松林ですが、よく見ると緑の濃いクロ

マツの実生など、既にたくさんの実生が生えて

いるのがわかります。レガシーは大事なのです

が、実際に現地では、これが埋め、幅 200m、深

さ 2m ぐらい、何百 km にわたって防潮林を造り

ました。埋めたうえで植樹がされましたが、そ

のときレガシーへの配慮はほぼありませんで

した。その後どうなったか。レガシーを埋めて

植樹した場所とそうでない場所を 2019 年に調

査(図 4)したところ、後者の成長が早いことが

わかりました。2021 年に再度調査をすると、そ

の差はさらに開いていました。自然には自然な

りのルールがあり、レガシーをうまく利用して

回復するというプロセスがありますが、残念な

がら人間がやると、そうならない。 

風倒木でも、普通は地ごしらえして平らにし

ますが、うね状にレガシーを残しその上に植林

したところと攪乱後のレガシーをそのまま残

す場所を 2008 年に設けてもらいました(図 5)。

2012 年に比較すると、後者の方が豊かになった。

もともとたくさんの生存個体がいて、そこから

生えてくる、蘇ってくるということです。2023

年には両者の差がさらに開きました。植林地で

も一見緑が増えていますが、植えたミズナラは

枯死し、自然に侵入してきたトドマツの個体が

増えていました。意図したミズナラ林はほぼで

きなかったという結果です。レガシーという言

葉を覚えておいて頂いて、レガシーを残すこと

を考えてほしいと思います。 

森林の分野では、皆伐ではなく島状に残すよ

うな、日本の場合は人工林に入ってきた広葉樹

を残すような取り組みが進められています(図

6)。これをリテンションフォレストリーと言っ

ていて、どうやってレガシーを残すか、残すこ

 
図 6 Retention forestry 

 
図 4 2019 年の調査状況 

 
図 5 風倒木箇所での比較 

 
図 3 東日本大震災後の状況 
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とによって生物多様性の回復や維持を図って

いくという考え方です。 

 災害復旧後に河床が整正され護岸が貼られ

た川をよく見ます。徹底的にレガシーが取り除

かれています。また、地形も大事で、定規断面

的に整地し直すと、もともと生物にとって大事

な場所が失われてしまうケースもあります。ぜ

ひレガシーを残すことを考えてもらいたいと

思います。 

 釧路川で蛇行を再生したときも、掘削が必要

な旧川にたくさん倒木が出てきました(図 7)。

掘削してもいいけど、出てきた沈木や倒木を元

に戻してほしいとお願いし、元に戻して頂きま

した。その結果、この蛇行が完成し、我々のタ

ーゲットであったイトウが、すぐ戻ってこない

と思っていましたが、既に復活しています。効

果は魚類の生息数や種数のデータにも表れて

いて、レガシーは大事だということです。 

Space for Rivers 

 続いて、Space for Rivers、部分拡幅の話で

す。日本では部分拡幅というのをあまり見たこ

とがなくて、越流堤を造って堤内に遊水地とし

て確保する感じが多いのですが、ヨーロッパで

は部分拡幅が結構行われていて、一部を拡幅し、

その中に砂州ができて多様な環境ができると

いったものです。 

 スイスで湾曲部外岸側の高水敷に流木止め

を設置する箇所(図 8)を見ました。これは、日

本にも導入して頂きたいと思います。日本では

流木止めを横断的に造りますが、流木が挟まる

と除去するのも大変ですし、ダム的な構造物に

なってしまうので生物にとってもあまりよく

ありません。それに対して、流木は浮いて流れ

てくるのがほとんどなので、遠心力で外側に集

めて流木を貯めるというのが、今回のスイスの

流木止めです。実は日本でもやっている箇所が

あるのですが、特に山地渓流だとスリットダム

的な方法しか考えないので、今回ご紹介した、

いなして貯めるような、河川空間を活かした流

木の捕捉のようなものを考えて頂きたいと思

いました。 

 フラーツ川を掘削してイン川とフラーツ旧

川に余裕ができると、彼らはそこに自然再生を

持ち込むという考え方を持っています(図 9)。

バイパス水路を造ったら、もちろんバイパス水

路の環境も考えますが、新しいスペースができ、

環境に対して配慮することができるというの

で、そこを利用して様々な環境保全がなされま

した。 

 日本では、千歳川の例ですが、石狩川のバッ

クウォーターで緩勾配の千歳川の水が入らな

い。81 年洪水で千歳川放水路の議論があり、そ

れはやめて、結局、遊水地が 6 つできました。 

ほぼ 100 年以上、この石狩低地帯でタンチョウ

が繁殖していなかったのですが、見事に繁殖し

たのが最初にできた舞鶴遊水地です。それ以外

でも、エスコンフィールドの前にある東の里や

恵庭の方でも繁殖しており、タンチョウにとっ

ては遊水地が、釧路以外の場所、特に札幌近郊

では大事な生育 ・繁殖の場になっているという

ことです。流域治水に関する法律の附帯決議と

して、グリーンインフラを活用して生態系ネッ

 
図 7 釧路川の沈木、倒木 

 
図 8 部分拡幅と流木止め 

 
図 9 Space for Rivers 
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トワークの形成に資することが書いてありま

すが、その好事例と言えます。 

 円山川の事例では、河道拡幅というよりもス

ペースができることによって、そのスペースを

コウノトリが生息、繁殖、採餌の場として使っ

ています。 

 十勝川でも、氾濫原の中央部を切り下げて洪

水時だけ水が流れるようにしています(図 10)。

これにより、巨大な湿地帯がそこに造成される

わけです。空間を確保することによって気候変

動の適応策と自然再生が両立できると思いま

す。 

パートナーシップ 

 イングランドのファイナンスの話がさきほ

どありましたが、誰が事業をやるのかを聞くと、

トラスト側なんです。日本の場合は、河川管理

者が工事を実施する主体だと思います。イング

ランドの場合、河川管理者はお金を払う側であ

って、中心になるのはトラストであり、他は皆

がサポートする。日本では考えづらいし、合意

形成が難しいのではないかと思うのですが、パ

ートナーシップが将来的には重要だろうと感

じました。 

 十勝川では、氾濫原の掘削によって湿地再生

をした箇所で、企業や NPO との連携で維持管理

を行う取り組みが行われています。環境省、国

交省、農水省の 3 省共管の生物多様性増進活動

促進法が、今年成立しました。今までは 30by30

の OECM、自然共生サイトで、良い地域を認証す

るやり方でしたが、今はよくなくても活動が良

い方向へ向かっているならそれを支援しよう

という仕組みになりました。十勝川でも、湿地

再生箇所の管理に会社が自ら手を挙げてくれ

ました。会社にとっても、TNFD などで企業の貢

献を公開できるメリットがあります。このよう

な企業と NPO の連携、行政とどう繋がるかとい

うパートナーシップも、徐々にではありますが、

日本でも芽生えてきていると思います。 

 モニタリングも、パートナーシップとして十

勝川でやっています。ここに参加した高校生が、

今、帯広の事務所で働いている事例も出てきて

いて、地元への愛着が湧いてくるということで、

一つ大事なプロセスなのかなと思いました。 

 できれば経済が回ってほしいと思います。舞

鶴遊水地にタンチョウが来たときに長沼の人

たちがタンチョウをモチーフにした様々な商

品を販売しました。そのお金の一部はタンチョ

ウの保護活動に使われました。 

おわりに 

 学生時代にゲルディさんが北大に来てくだ

さって講演を聞いたことがありましたが、今回、

現地でゲルディさんにお会いしました(図 11)。

90 年代後半にヨーロッパへ行った頃は、コンク

リートを剥がして石を積むといった要素技術

としての近自然河川工法を見てきた印象でし

た。今回の訪欧では、トータルとして治水も環

境もどう管理していくかとか、全体のマネジメ

ントを考えた自然再生とか、そういうフェーズ

に変わっていると感じました。 

 Take-home message ですが(図 11)、河川の分

野においてもレガシーを残していただきたい。

スイスで山脇さんに 「掘削をうまくやることに

よって環境を何とか回復させることも考えて

いる」と言ったら、「それは違う。掘削は最後に

考えるべき。まずは Space for Rivers だ。掘

削でよくなるケースというのはなかなかない」

と言われました。確かにあまりにも掘削に頼り

過ぎると、過剰な形で、もう環境が復元できな

いような河道にしてしまう可能性もあります。

そういう意味では場を与える、そこにレガシー

を活用していく。それから、協働、パートナー

シップの仕組みが大事だと思いました。 

  

 
図 10 十勝川の事例 

 
図 11 Take-home message 
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7. これからの川づくり「近自然工法」から「流域総合水管理」 

〜2024欧州河川視察より～ 

名古屋大学 名誉教授 辻本 哲郎 

要約 

· 流域治水は、河口から上流域までの全体をとらえた水系で考える必要がある 

· スイスの 3回の調査で、水系全体を概観し、課題を認識できた 

· 川に沿って治水の問題も環境の問題も考えることが重要 

 

ワイヤ川 

 まず、イギリスのワイヤ川。訪問したのは示

した地図で言えば真ん中あたり(図 1)で、河口

までは行ったわけではなく「流域治水」がテー

マだとしても全体を見ていないので、川の全体

像を感じることはできなかった。流域治水とな

れば少なくとも水系で考える必要がある。上流

側から谷口に出て、河口から海に出る。河口部

は潮の満ち引きも大きいから塩性湿地ができ

ているといったように、水系には様々な問題が

る。水系の問題を議論しないまま流域治水とい

うのも変な感じだという気がしたものだ。 

 とはいうものの我々が「流域治水」として認

識しているやり方をここでは上流部で実施し

ている(図 2)。地形図を見るとその辺りには湖

が連なり、丘陵地から続いてほとんどが牧草地

として利用されている。おそらく、この流域治

水を実施している場所で流出抑制すると谷口

集落には効果的に影響するだろうと思う。都市

と言っても小規模。都市と上流との協力で治水

安全度が上がるというのはこういった規模の

問題が避けられない。そこからどう脱却してい

くのかなとも感じた。データ取得について現地

でも説明があったが、論理性や実験的なデータ

の積み重ねなどについて地域的であって水系

としては考えられていないという印象を受け

た。スイスでも、国として考えているというこ

とだが、川の問題を国として、あるいは水系と

して考えるというよりも、断片を切り取って、

安全度、あるいは自然保全などを考えていると

いう印象だ。水系あるいは流域をどのように考

えるか、日本との比較で考えたとき、水系のイ

メージは異なり、上流問題と下流問題のような

ものを流域でどう考えるかが大事だと感じた。 

 パートナーシップについては、上流側に拠点

を設けて、いろんな人たちが話し合う場所があ

る（提供できている）ということが重要なこと

だと感じた。 

 ワイヤ川のすぐ南にマージ―川がある。その

マージー川では、皆さんも聞かれたことがある

と思うが、「マージー川流域キャンペーン」(図

3)というのが、水質問題を原点としてかなり早

くから始まっている。こういう歴史的な取組が

お隣のマージー川であったということもワイ

 

 
図 1 ワイヤ川の位置関係 

 
図 3 マージ―川流域キャンペーン 

 
図 2 ワイヤ川の流域治水対策 
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ヤ川の取り組みに非常に大きな影響を与えた

という視点も重要だとそのときに感じた。筆者

は 1970 年台に学生時代を送ったが、その頃さ

らに 80 年代に習ったことを思い出すと、流域

キャンペーンなどは、古くからイギリスに根づ

いていたのだ。日本ではそうした行動・活動が

繋がらなかったが、英国ではそのような仕組み

が繋がって、現在の治水と気候変動あるいは生

物多様性という問題にもそれをうまく使えて

いるのではないかとの印象を受けた。 

 ワイヤ川を見ると、先ほども述べたが、河口

部は塩性湿地、中流部に都市住民がいる。都市

住民と放牧地、牧草地の関係、それがさらに中

流域の都市と、下流域の沿岸でどう議論が進む

のかなということに興味が沸く(図 4)。調べて

みたい課題だと思いながら、なかなか調べられ

ていない。 

 筆者としては、ここでの取り組みを、日本の

ことと比較しながら、上・下流問題、あるいは

水系一貫をどうするのかという視点で様々な

取り組みを学んだ。 

ロンドン 

 次に行ったロンドン、テムズ川の河口はもっ

と下流。さらに上流には取水施設や貯水池があ

るという。ここでは「WWT ロンドン湿地センタ

ー」(図 5 下)を訪ねたが、これは不要になった

貯水池の跡を人工的な湿地にしたもの。この湿

地は感潮河川に接していて、感潮域の湿地の水

際をどう処理するのかという点で非常に興味

深かったのだが、実際は人工的な作庭で、ここ

の水は上流から上水道や工業用水の配水ネッ

トワークによって供給されているという。当初

期待して出かけたものにとってはそこが若干

残念な点だった。 

 テムズバリア(図 5 上)は、我々工学系の人間

にとっては非常に興味深い、スマートな高潮水

門だ。日本でも大河津分水で昔はベアトラップ

が造られたが、洪水で倒壊したあと宮本武之輔

がローラーゲートに変えそれがうまくいった。

しかし地震の多いわが国ではうまい工夫でト

ップヘビーにならないような水門が欲しいな

と思いながら、興味深くこの斬新なゲートを見

学した。日本のライジングセクターゲート(図

6)は、テムズバリアの改良型だと言われている。

堤防技術とともに水門も我々が学ばなければ

ならない河川技術であるにもかかわらず、河川

工学の講義などではあまり取り上げない分野

で、こうした事例だけでも伝えるのは重要だと

感じた。気候変動への取り組みなどについても

興味深く学んだ。 

スイス 

スイスは、80 年代に 1 年間滞在した縁もあり

この国の川への興味は尽きない。本海外河川調

査シリーズでも 2019 年、23 年、24年と、丁寧

に見てきたところだ。その調査機会での拠点以

外にもスイスの川は視察・調査してきたが、そ

こでの視点は拠点別ではなくて、水系がどうな

っているかだ。 

スイス(図 7)は、国土のほとんどがライン川

の流域。今年の視察対象だったイン川はドナウ

へ流れるし、レマン湖、アイガー、マッターホ

ルンの南側を回る川はフランスへ流れている

が、それ以外はほとんどがボーデン湖から出て

くるライン川に合流する。 
 

図 4 上下流等の問題 

 
図 5 ロンドンでの調査箇所 

 
図 6 日本のライジングセクターゲート 
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ベルンを通って流れてくるアーレ川は東に

進んでボーデン湖から出るライン川に合流す

る。こういった水系を、拠点別に見るのか、あ

るいは、川単位で水系として見るのかが両視点

を比較することは私の興味の的だった。 

さてリント川はチューリッヒ湖に上流の南

側から入ってくる川。チューリッヒ湖直上流の

氾濫原を洪水から守るために 100年以上も前に

エッシャー運河ができた。リント川をチューリ

ッヒ湖の手前で流路変更してヴァーレン湖に

流し、そこに土砂をため、また洪水調節してチ

ューリッヒ湖方面に流す試みだ。これによって

チューリッヒ湖の下流には非常に重要な都市

であるチューリッヒがあり、そのまちを守って

いる。チューリッヒ湖は非常に大きいので、洪

水調節は日本のように水系一貫でなく、その上

流と下流では別ものとして閉じているかもし

れないという印象を受ける。 

2023 年の調査では、リマト川下流で自然を整

えレクリエーションの場をつくった箇所を視

察した(図 8)。彼らにとって環境とは人との触

れ合いをサポートするような川づくりであり、

自然と一体化したレクリエーションの場をど

うつくるかという点で、非常にすばらしい空間

をつくっていた。その折、洪水時の安全性が確

保されないとレクリエーションは非常に危な

いものになるので、出水時のハイドログラフを

見せてもらった。そうすると、結構急峻に立っ

たハイドログラフで、上流側にチューリッヒ湖

があるのになぜ急峻なハイドログラフになる

のかが一瞬疑問だった。実はチューリッヒ湖の

西側を流れるジール川がリマト川に合流して

いてこの川の急なハイドロが原因している。こ

のレクリエーションの場は、ジール川がどんな

ハイドログラフを与えるかということに影響

を受けているのだ。チューリッヒの治水問題は

チューリッヒ湖から流れてくる本川はいいと

して、隣のジール川が流木もいっぱい流してく

るし、非常に速いハイドログラフであることに

ある。また、チューリッヒ中央駅の下を暗渠で

流れているので、治水問題をしっかり認識しな

がらの議論が必要なのだ。 

これらのポイントが 3 回の訪欧で繋がった。

川に沿って治水の問題も環境の問題も考える

ことが必要だという標本みたいな例だ。すなわ

ち、リント川のエッシャー水路、チューリッヒ

湖、リマト川、それからジール川がアーレ川と

合流しライン川に合流する。ボーデン湖から流

れてきたライン川との合流点は、洪水の常襲地

であり、農業適地でもある。このエリアを洪水

からどう守るか、農地の安全度をどう確保する

か、水源の利用をどうするかといった問題があ

る。ということで、やはり水系での議論が気に

なるところだった。そしてさらにはドイツに、

洪水であろうが、水質であろうが、土砂であろ

うが、全部引渡すわけだ。ヨーロッパという大

河川の中で、どういう部分が役割というか、問

題なのかを示したことになる。そこをきちんと

認識できているかがちょっとまだ分かりにく

いところといえるかもしれない。 

ジール川には流木止め(図 9)が造られている。

それは ETH(チューリッヒ工科大学)での実験で

 
図 9 ジール川の流木止め 

 
図 7 スイスの河川 

 
図 8 リマト川の自然再生・親水整備と 

ジール川の整備 



 

 
2024 年 欧州近自然川づくり調査報告 

 

28       

 

検討されたもの。外岸側で流木を捕捉するが、

通常、外岸側には余裕がない。ここでは、外岸

側に洲をある程度造成して、外岸側を流れてき

た流木を止めるといった実験を ETH(チューリ

ッヒ工科大学)で行っていた。 

日本でも、九州北部豪雨の後の赤谷川に流木

止めを同じような形式で造っている(図 10)。日

本では VCCD 工法と言って Vertical Column 

Cantilever Driftwood のことだが、どちらかと

いえば構造が気になっているようだ。そこでは、

どれだけの力がかかって、どういう杭を打てば

いいのかといった議論になっていた。様々な視

点がどのように総合化されるかに興味がわく。 

さて、エッシャー水路のエッシャーさんだが、

100 年ほど前のスイス人。日本にはオランダ人

のエッシャーさんが来て、100 年前に明治の改

修をやっているが、それは別人。 

ところで、土砂の問題なのだが、土砂を含む

洪水を一旦ヴァーレン湖に入れて土砂を落と

し、チューリッヒ湖に向けて流すという形をと

っている(図 11)。土砂の問題と洪水の問題にう

まく対処したという話なのだが、昔は必ずしも

うまく事が運ばなかった。2023 年に見たロイス

川(図 12)では、遊砂地を造って洪水のときの川

の水を遊砂地に落としていた。ここでは、放流

口を岸から離して設け、土砂を湖の中に放り出

すようにしたのだが(図 13)、その結果、湖岸侵

食が非常に深刻になるという課題が生じるこ

とになった。一方で、その後、土砂を浚渫して

自然再生に利用する土砂源になった。人間の業

というのは、いろんな工夫をしながら失敗し、

それを元手に工夫する。自然災害のレガシーを

残すという話があったが、人間がわざわざレガ

シーをつくって、それを利用しながら、また次

の新しいものを再生しているということに感

動した。 

おわりに 

 今日お話しした今回の河川視察の報告とし

ての事柄をどう受け止めて、日本の治水、自然

再生や生物多様性などにどう活かしていくの

か。参考にして頂けるところがあればと思う。 

私からは、河川を考えるとき、流域という空

間に一気に飛ばずに、水系という意識を持ちた

いということと、ヨーロッパでは、スイスの中

では水系で議論が閉じるのかもしれないが、ス

イスからドイツへ入るときには、洪水の受渡し

や土砂の受渡しをどう考えるのかということ

が流域という視点に加わるべき大きな課題だ

なというのが今回の視察を通しての感想だ。 

 
図 11 リント川の改修 

 
図 12 ロイス川の事例  

図 10 ジール川と赤谷川の流木止め 

 
図 13 ロイス川の放流口とロイスデルタ 



 

 
2024 年 欧州近自然川づくり調査報告 

 

29       

 

現地でお世話になった方々 

イギリス 

ワイヤ川 

(Wyre Rivers trust) Philip Robson氏 

Thomas Myerscough 氏 

Sam Hopes 氏 

(United Utilities)  Jimes Airton氏 

(Environment Agency)Ryan Haevey 氏 

内藤暁氏(通訳) 

(在英日本大使館) 岩城氏、中澤氏 

 

 

 

テムズバリア 

(Environment Agency) Richard Handley 氏 

Phil Taylor氏 

Damian Crilly 氏 

(Natural England) Edel McGurk 氏 

Glen Cooper氏 

Dianne Matthews 氏 

(University College London) Sam Lew 氏 

Jesse Seaward 氏 

(Rivers Trust) Rob Collins 氏 

(Chalk Stream Restoration Group) Charles Rangeley-Wilson 氏 

(Joint Thames Strategy Refresh Programme) Rebecca Kendrick 氏 

 

スイス 

ジール川 

滝川薫氏 

 

リント川 

(Linthverwaltung) Ralph Jud 氏 

Jan Rückmar氏 

(MJ Projektmanagement GmbH) Markus Jud 氏 

 

 

 

 

 

イン川 

(Graubünden) Thomas von Wyl 氏 

(Auin AG) Pio Pitsch 氏 

Christian Göldi 氏 

 

 

 

 

現地でお世話になった方々に、調査団一同深く感謝の意を表します。 
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参考 

ワイヤ川トラスト https://wyreriverstrust.org/ 

テムズバリア https://www.gov.uk/guidance/the-thames-barrier 

WWT ロンドン湿地センター https://www.wwt.org.uk/wetland-centres/london 

ジール川(放水路事業) https://www.zh.ch/de/planen-

bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/entlastungsstollen-sihl-

zuerichsee.html 

ジール川(流木捕捉施設) https://www.zh.ch/de/planen-

bauen/wasserbau/wasserbauprojekte/wasserbauprojekte-

flexdata/sihl-schwemmholzrechen.html 

リント川 https://www.linthwerk.ch/index.php 

イン川 https://www.gemeinde-bever.ch/bever-tor-zur-auenwelt 

 

 


	調査の目的
	調査団の構成
	調査行程
	欧州調査報告会「イギリス、スイスにおける流域総合水管理」
	挨拶
	水管理・国土保全局　局長　藤巻浩之
	1. 近自然川づくりに関する欧州調査の概要
	河川環境課　企画専門官　鶴田舞
	要約
	調査の目的と概要
	イギリスでの調査
	スイスでの調査
	調査から得られた示唆

	2. 欧州河川調査について
	株式会社ニュージェック　顧問　竹島 睦
	要約
	はじめに
	2019年の調査
	2023年の調査
	2024年の調査
	足立議員の思い

	3. グリーンファイナンスを活用した官民連携の流域治水
	～英国・ワイヤ川の事例～
	土木研究所　グループ長　中村 圭吾
	要約
	はじめに
	ワイヤ川の概要
	自然洪水管理
	ファイナンス
	日本への示唆

	4. 洪水制御と自然共生を両立する自律駆動型河道の創出
	新潟大学 准教授　安田 浩保
	要約
	はじめに
	イギリス、スイスでの所感
	自己組織化現象
	河川工学の新しい展開
	まとめ

	5. スイス・リント川における流域治水
	～超過洪水時(L1.5)の緊急放流対策～
	河川情報センター 理事長・東京大学 名誉教授　池内 幸司
	要約
	リント川
	リント川の治水対策
	超過洪水対策
	日本におけるL1.5対策

	6. どうしたら、ネイチャーポジティブな河川管理が可能になるか？
	～イギリス・スイスの知恵を活かす～
	北海道大学大学院 名誉教授　中村 太士
	要約
	はじめに
	Natural Flood Management
	Space for Rivers
	パートナーシップ
	おわりに

	7. これからの川づくり「近自然工法」から「流域総合水管理」
	〜2024欧州河川視察より～
	名古屋大学 名誉教授　辻本 哲郎
	要約
	ワイヤ川
	ロンドン
	スイス
	おわりに
	イギリス
	ワイヤ川
	テムズバリア

	スイス
	ジール川
	リント川
	イン川
	参考



